
 

 

事 務 連 絡  

令和４年３月３日  

 

都 道 府 県 

各 市 町 村 母子保健主管部（局） 御中 

特 別 区 

 

厚生労働省子ども家庭局母子保健課 

 

 

父親に対する相談支援及び両親学級への参加促進について 

 

 

 平素より、母子保健行政に格別のご配慮賜り、厚く御礼申し上げます。 

令和３年６月９日に、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて

男女ともに仕事と育児等を両立できるようにすることを目的として、「育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法

の一部を改正する法律」（令和３年法律第 58号）が公布されました。当該法律に

係る国会の附帯決議においては、「女性の就業継続を促進するためには男性の育

児・家事への参画を促す必要があることから、自治体が実施する両親学級、父親

学級等については、より男性が参加しやすく、産後の育児・家事について学ぶも

のとなるよう、必要な支援を行うこと」との決議がなされております。これを踏

まえ、下記のとおり、父親に対する相談支援や両親学級への参加促進及び活用可

能な国庫補助事業についてお示ししますので、各市町村におかれては、本事務連

絡の趣旨等を十分にご理解のうえ、取組を一層推進していただきますようお願

いいたします。 

また、各都道府県におかれては、管内市町村に対する助言等必要な支援にご協

力いただきますようお願いいたします。 

 

記 

   

１．父親の両親学級への参加促進等について 

 各市町村におかれては、母子保健に関する正しい知識の啓発と普及を図る

ことを目的として、「母子保健相談指導事業の実施について」（平成８年 5 月

10 日付け児発第 482 号厚生省児童家庭局長通知。以下「児童家庭局長通知」

という。）に基づき、両親学級等の開催に取り組んでいただいているところで

す。 

両親学級等については、児童家庭局長通知に基づき、従前より父親も対象と

して取り組んでいただいているところですが両親学級等の開催状況等ついて

は、「多胎児の家庭等に対する子育て支援に関する調査研究」（令和２年度子ど

も・子育て支援推進調査研究事業）において、全国の市町村のアンケート及び



 

 

一部市町村のヒアリングを行っております。 

同調査研究報告書において、 

  ・  各市町村の父親の両親学級への参加状況（産後より産前が多い） 

・ 平日勤務後や土日など父親が参加しやすい日時における開催 

・ オンラインを活用した開催 

・ 沐浴等の演習を取り入れたプログラム構成 

・ 育児経験のある父親等との交流の場の提供 

等、父親の参加しやすさに配慮した両親学級の開催やプログラムの構成等、自

治体の取組事例を紹介しているため、ご参照いただきますようお願いいたし

ます。  

※ 多胎児の家庭等に対する子育て支援に関する調査研究報告書 URL 

  https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2021/04/koukai_210426_13.pdf 

 

２．活用可能な国庫補助事業について 

父親に対する相談支援や両親学級への参加促進に活用可能な事業として、

以下のものがありますので、各市町村においては積極的にご活用ください。 

（１）産前・産後サポート事業 

令和３年度予算より産前・産後サポート事業を拡充し、新たに出産や子

育てに悩む父親支援に取り組む場合の加算を創設しています。 

具体的には、 

① 子育て中の父親による交流会や、子育て経験のある父親による相談

支援等を行う「ピアサポート支援」 

② 父親自身における仕事のスタイルや生活環境の急激な変化に関する

悩み等に対応するための相談支援や、必要な知識を習得するための研

修を実施する「父親相談支援」 

 が補助対象となるため、積極的にご活用いただき、父親に対する相談支援

に取り組んでいただきますようお願いいたします。 

 

（２）母子保健対策強化事業 

   令和４年度予算案において、地域の実情に応じた支援体制等の強化を図

ることを目的として、新たに「母子保健対策強化事業」の創設を盛り込ん

でいます。 

   本事業は、オンラインによる両親学級を開催するための体制整備や、

SNS等を活用したオンライン相談などに活用することが可能なため、必要

に応じてご活用いただきますようお願いいたします。 

 

（参考資料） 

 資料１ 多胎児の家庭等に対する子育て支援に関する調査研究報告書（抜粋） 

資料２ 産前・産後サポート事業の概要 

 資料３ 母子保健対策強化事業の概要 
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出産や子育てに悩む父親支援（産前・産後サポート事業の一部）

○ 家族との関わり方に対する不安や、男性の育児参加の促進に伴って生じる出産・子育てに関して悩む父親に対する支援のため、子育て経験のあ
る父親等によるピアサポート支援や、急激な環境の変化による父親の産後うつへの対応を行う。

目 的

◆ 対象者

出産・子育てに関して悩む父親

◆ 内 容

（１）ピアサポート支援等

子育て経験のある父親や、現在子育て中の父親による交流会等の実施や、子育て経験のある父親による相談支援を実施することで、子育
てに関する悩みの共有や情報交換を行い、さらに子どもや父親のライフステージに応じた子育ての方法を学ぶ場として、継続的な支援を実施す
る。

（２）父親相談支援
妻の妊娠・出産や子どもの誕生・成長によって生じる、父親自身における仕事のスタイルや生活環境の急激な変化に関する悩みやうつ状態に

対応するため、相談支援や、そのために必要な知識を取得するための研修を実施する。

内 容

◆ 実施主体 ：市町村

◆ 補 助 率 ：国１／２、市町村１／２

◆ 補助単価案
ピアサポート支援等事業 月額 59,000円
父親相談支援 月額154,800円

実施主体・補助率等

【令和３年度創設】

◆ 実施自治体数： ー

※令和３年度予算における新規事業

事業実績

Ｒ４予算案：産前・産後サポート事業16.5億円の内数

交流会、相談支援の実施 相談支援の実施

資料２



両親学級のオンライン実施やSNSを活用したオンライン相談など、妊産婦等のニーズに応じたアクセスしやすい多様な相談支援
を行うとともに、母子保健に関する記録を電子化することで、妊産婦等の状態を適切に管理するなど、必要な支援が行われるよ
う体制強化を図る。

母子保健対策強化事業【新規】
Ｒ４予算案：5.3億円

目 的

個々の家庭の状況に応じて、適切な支援を提供できるよう、地域の実情に応じた支援体制等の強化を図る。

（１）両親学級等のオンライン実施

（２）SNSを活用したオンライン相談

（３）母子保健に関する記録の電子化

（４）各種健診に必要な備品（屈折検査機器等）の整備

（５）その他母子保健対策強化に資する取り組み

内 容

◆ 実施主体 ：市町村

◆ 補 助 率 ：国１／２、市町村１／２

◆ 補助単価案：6,043,000円

実施主体・補助率等

資料３


